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まえがき 
Foreword 

 

この規格は，著作法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出

願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協

会は，このような特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願に

係る確認について，責任はもたない。 

This standard is copyrighted work protected by copyright laws. Attention should be drawn to the possibility 

that a part of this Standard may conflict with a patent right, application for a patent right after opening to the 

public or utility model right which have technical properties. The Japan Business Machine and Information 

System Industries Association is not responsible for identifying the patent right, application of a patent right after 

opening to the public and utility model right which have the technical properties of this kind. 
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ビジネス機械・情報システム産業協会規格 
Japan Business Machine and Information 
System Industries Association Standard 

JBMS-17:2021 

（2025 確認） 

シュレッダの仕様書様式 
Standard Form of Specification for Paper Shredder 

 

序文（Introduction） 

この規格は，1976年に制定され，その後3回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は2010年に

行われたが，電気用品安全法，J 60950の改正を考慮し，改正を行った。 

This standard was established in 1976 and has been revised three times since then to the present day. The last 

revision was made in 2010, but the revision was made in consideration of the revision of the Electrical Appliance 

and Material Safety Law, J60950. 

 

1 適用範囲（Scope） 

 この規格は，シュレッダの仕様書様式（以下，仕様書様式という。）及びその記入要領について規

定する。 

注記 シュレッダの定義は，JIS B 0117による。 

This standard specifies rules for the structure and drafting of documents intended to become the Japan Business 

Machine and Information System Industries Association Standards (hereinafter called "JBMS"). 

 

2 引用規格 

 次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これ

らの引用規格のうちで，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その後の改正版（追

補を含む。）は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用す

る。 

  JBMS-62 シュレッダ性能試験方法 

JIS B 0117 事務機械用語 

  電気用品安全法（電気用品の技術上の基準を定める省令 別表第一～十一） 

  電気用品安全法 ［J 60950-1（H29）］ 

  シュレッダ可動部の安全に関するガイドライン（一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業 

協会）電気用品の技術上の基準を定める省令 別表第十二 

 

3 仕様書様式 

附属書A又は附属書Aに準ずる様式による。 

 

4 仕様書の項目及び記入要領 

JBMS-62に基づく結果を，表1の記入要領に従って，附属書A又は附属書Aに準ずる仕様書様式に記
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入する。 

 

 

表1－仕様書の項目と記入要領 

番号 記入項目 記入要領 

1) 名称 商品名及び商品番号（型式）を記入する。 
 

2) 投入幅 細断物を投入・通過可能な有効幅（mm）を記入する。 
 

3) 細断寸法 標準用紙1枚細断時の細断物寸法（幅・長さ）をmm単位で表示する。なお，寸法

は細断物90 ％を占める寸法とする。 
 

4) 定格細断枚数 電安法技術基準の平常温度上昇の要求を満足できる細断枚数を記入する。ただ

し，短時間定格の場合は，その時間を併記する。 
 

5) 細断速度 試験環境条件で，定格細断枚数を細断したときの細断速度（m/min）を記入する。 
 

6) 定格時間 製造業者が定める通常負荷で使用できる時間を記入する。電安法電気用品技術基

準別表第八<70の3>のハに規定する平常温度上昇又は，J 60950の1.2.2（動作条件）

を満足する必要がある。 
 

7) 電源 使用電源の電圧（V）及び周波数（Hz）を記入する。 
 

8) 消費電力 定格細断枚数細断時の電力値（W）並びに電流値（A）を表すものとする。 
 

9) 大きさ 本体の幅，奥行及び高さの寸法（mm）をこの順序に記入する。意図しない突起

部（取手，スイッチ，コードなど）については寸法に含めない。 
 

10) 質量 
 

ダストボックスなど含む製品本体質量をkgで表示する。 
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附属書Ａ 

（参考） 

シュレッダ仕様書様式 
 

 

令和  年  月  日  

製造業者         

 

名   称  

投 入 幅 mm 

細 断 寸 法 幅      mm  長さ     mm 

定格細断枚数 枚 

細 断 速 度 mm/min 

定 格 時 間  

電    源  V     Hz 

 消費電力 電流値       W          A 

大  き  さ 幅    mm  奥行き    mm  高さ    mm 

質    量 kg 

備    考  

 

 

 

 

 



JBMS-17:2021 解説 

  解 1 

シュレッダの仕様書様式 

解 説 
 

 この解説は，本体及び附属書に規定・記載した事柄，並びにこれらに関連した事柄を説明するもの

で，規格の一部ではない。 

 

1 制定の経緯 

シュレッダの機種開発に伴い，全ての方式について網羅された仕様書様式を作成することは困難で

ある。そこで，一般に使用されている方式の仕様を基礎として基本的な事項をとりあげ，一般使用者

がこの仕様書によって機械の性能の概略を把握できるものを作成することを主眼とした。 

 

2 改正の経緯 

 “文書細断機の仕様書様式”は，1976 年に社団法人日本事務機械工業会規格（JBMS-17:1976）とし

て制定された。しかし，情報化時代においてシュレッダの重要性が向上し，その機種，性能なども多

様化してきた。 

そこで，一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会シュレッダ部会技術分科会では，ビジ

ネス機械・情報システム産業協会規格（以下，JBMSという。）として，JBMS-62（シュレッダ性能試

験方法）を1992年に制定した。それを受けて，仕様の項目，内容などについて見直しを行い，現状に

即した改正を1992年に行った。この際，JIS B 0117（事務機械用語）に基づき，“文書細断機”を“シュ

レッダ”におきかえ，規格名称も“文書細断機の仕様書様式”から“シュレッダの仕様書様式”とし

た。この規格に記述される仕様の試験方法については，JBMS-62（シュレッダ性能試験方法）で規定

した。 

 その後2002年の改正を経て，電気用品安全法（電気用品技術基準）及びJ 60950（2007年）の改正及

び“シュレッダ可動部の安全に関するガイドライン”（一般社団法人ビジネス機械・情報システム産

業協会）の安全性に対する追加項目を考慮し，改正を行った。今回は，J 60950（H29）改正を考慮の

うえJBMS-17の改正を行っている。 

 

3 今回の主な改正点 

a) 適用規格番号の改定 

b) 定格消費電力の定格削除 

 

4 前回までの改正について 

a) 2010年の改正について 

 1) 投入幅  

   従来の有効幅の寸法では測定箇所に曖昧さがあるとの判断から，“細断物を投入・通過可能な” 

   という表現に変更した。同時に，JIS廃止に伴い記載内容を削除した。 

 2) 細断寸法  

   測定時に細断枚数によって細断寸法にばらつきが発生するため，細断枚数と細断率を追記した。 

 3) 定格時間  
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解 2 

   電気用品安全法（電気用品技術基準）ならびにJ 60950（H19）に基づき改正した。この場合， 

   電気用品安全法の“電気用品の技術上の基準を定める省令”別表第八（70の3）ハに規定する平 

   常温度上昇，又は，“電気用品の技術上の基準を定める省令第二項の規定に基づく基準につい 

   て”で定めるJ 60950（H19）の1.2.2に規定する動作条件を満足させる必要があることを特筆し 

   た。 

 4) 消費電力並びに電流値  

   電気用品安全法（電気用品技術基準）及びJ 60950（H19）の基準に合致するようにするととも 

   に“定格”の文字を削除した。電源電圧を明記するとの提案もあったが，原則として安定化電 

   源装置を使用した100 Vであることが大前提であるとして，電源電圧の明記は行わないこととし 

   た。 

 5) 大きさ  

   取手及びスイッチ，コードなどの突起物については，製品本体として意図しない突起部分と判 

   断し，その寸法は測定対象外とした。 

 6) 質量  

   通常の使用状態として必然性のあるダストボックスの質量も，製品質量に含むことを明記した。 

b) 2002年の改正について 

 1)  定格細断枚数 

  （本体の3.4）を改正した。 

 2)  細断速度 

  （本体の3.5）を改正した。 

 3)  定格時間 

  （本体の3.6）の“記入要領”を改正した。 

 4)  定格消費電力 

  （本体の3.8）の“記入要領”を改正した。 

 5)  重量 

  （本体の3.10 及び付表11））を“質量”に改正した。 

   注記 旧規格での表記であり、この規格では附属書Aとしている。 

c) 1992年の改正について 

1) 形式  

  旧規格（1976年制定版）では，形式欄への記入例として“卓上形”などが考えられたが，区分

が明確でなく，さしたる必要性もないことから削除した。 

2) 細断寸法  

  制定当時はストレートカットが主流であったが，クロスカットが主流になってきたことから，，

細断状態には縦寸法と横寸法が必要であるということを明確にする為に“細断幅”から“細 

  断寸法”に改正した。 

3) 定格細断枚数 

  商品の評価の主体を“最大細断枚数”から“定格細断枚数”に移行させるため，基本となる仕 

  様書には“定格細断枚数”を入れた。 

  なお，“最大細断枚数”は必要に応じ，備考欄に追記しても構わないことにした。
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  解 3 

 4) 細断速度  

   JBMS-62（シュレッダ性能試験方法）の規定に準拠し，統一した規格となるように“処理能力” 

   を“細断速度”へ置きかえた。 

 5) 標準用紙の設定  

   従来，任意であった基準用紙を JBMS-62（シュレッダ性能試験方法）の規定に準拠し，標準用 

   紙の設定を行った。 
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